第３回分館対抗球技大会要項（ソフトボール）
	１　目的
	ソフトボールを通じて、町民相互の連帯感を深めるとともに、健全な心身を育成し明るく心豊かなまちづくりに努める。


	２　主催
	錦町、錦町公民館、錦町教育委員会


	３　主管
	錦町ソフトボール協会


	４　日時
	令和８年５月３１日（日）※雨天中止
午前８時００分　開会式

午前８時５０分　試合開始
※開会式は、町民グラウンドAコート（消防署側）で行う。



	５　競技種目
	男子：ソフトボール（９人制）
※５回戦（１試合は４５分を限度）とする。
※女性も出場可とする。


	６　会場
	町民グラウンド（２コート）
国体記念運動公園（１コート）
錦中学校グラウンド（１コート）
※申し込みチーム数により変更となる場合がある。



	７　出場資格


	① 本町の住民基本台帳（令和８年５月１日現在）に登録された男性（女性可）で、かつ登録地の分館から出場すること。なお、学生（中学生以上）の登録も可能とするが、試合に出場できるのは２名以内とする。
② 他競技種目との選手登録の重複は可能とする。ただし、出場できるのは、いずれか１つの競技種目とする。


	８　チーム編成


	① チームの編成は分館単位で１チーム２０名以内とし、監督は選手を兼ねることができる。
② チーム数は各分館で１チーム以内とする。
③ 競技は９人制とする。



	９　試合順序
	トーナメント方式とする。


	10　大会役員
	① 各チームより大会役員を１名選出し、次の試合の終了まで責任を持って運営を行なう。
② 大会役員は、試合運営の全般、スコアーの記入、大会中の事故処理連絡、その他を行なう。


	11　大会規則
	

	（１）申し込み
	別紙「参加申込書」により令和８年５月１３日（水）午後５時までに、大会事務局（教育委員会）へ提出すること。なお、期日以降の申し込みは受け付けない。


	（２）抽選会
	令和８年５月２５日（月）午後７時　錦勤労者体育センター
※各分館の代表者及び大会役員は必ず出席すること。

	（３）競技方法等
	① 競技時間は、決勝戦を除き５回戦（１試合は４５分を限度）とし、残り試合時間が５分以上ある場合のみ次のイニングに入る。なお、同点の場合には出場選手９名のトス（守備番号順）にて勝敗を決する。
② 決勝戦については、競技時間を無制限の５回戦とする。なお、５回終了時に同点の場合には、特別ルールとしてタイブレーク（無死満塁、打者継続）を１イニングのみ行い、勝敗を決する。それでも同点の場合には出場選手９名のトス（守備番号順）にて勝敗を決する。
③ 試合の成立は、３回の裏または４０分を経過した時点で成立する。
④ 投手の投球方法（１４．０２ⅿ）は、スローピッチとし、投球軌道が地面から概ね１．５ｍ以上、３ｍ以下のアーチを描く山なりボールを投げなければならない。
⑤ 盗塁及びバントは禁止とする（パスボール、振り逃げ含む）。
⑥ その他ルールは、日本ソフトボール協会規則（最新版）によるものとする。なお、DP（打撃専門選手）、DF（守備専門選手）及びリエントリー（再出場）は採用しない。
⑦ 試合服装はソフトボールのできる服装で帽子を着用。また、短パン及び野球用スパイクは禁止する。

⑧ 競技中の抗議は監督のみ認めるが、競技終了後は一切認めない。

⑨ 競技開始時間（前競技終了後）を５分過ぎても選手が集合しないときは、集合しなかったチームを失格とする。


	（４）審判
	各チーム、あらかじめ指定された割り当てに従って行い、割り当ての試合が終了するまで責任を持つこと。なお、次試合の準備（ライン引き等）は割り当ての審判チームが行う。


	（５）その他


	① 試合球の準備は事務局で行う。

② 保険は公民館総合補償制度を適用する。なお、その他の事由については各分館で責任を持つこと。

③ チーム全般のことについては、各チームで責任を持つこと。
④ 抽選会終了後の欠場については、分館長または体育委員から大会事務局へ連絡するものとする。なお、その場合であっても、審判については行うこと。
⑤ 参加申込書に記載されていない選手は、いかなる場合も出場
できない。

⑥ 入賞分館については、閉会式へ５名程度参加すること。
⑦ ベンチ内での喫煙、飲食は禁止する。空き缶、タバコの吸いがら等は持ち帰る。
⑧ ベンチ内には参加申し込み選手以外は入らないこと。
⑨ 各競技会場へは駐車場が狭いため、極力乗り合わせで移動すること。
⑩ 雨天及びグラウンドコンディションの不良に伴い大会を中止する場合には、午前7時にあいネット放送により周知する。なお、状況によっては、判断を早める場合もある。
⑪ その他、必要な事項は大会事務局において決定する。



